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第１条 この規程は、七尾市文化協会会則第３２条に基づき、本会に在任する役員の慶弔に関し、必要

な事項を定める。 

第２条 本会の役員に慶弔があったときは、次の各号に掲げる区分により慶弔慰金をおくる。 

    （１）役員に慶弔があったときは、祝・弔電及び香典をおくる。 

 

 

附則１ 平成１７年４月２３日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

附則２ この規程は、平成２７年５月２３日から改正し、適用する。 

 


